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「
安
定
的
な
賃
貸
経
営
を
目
指

し
て
い
る
オ
ー
ナ
ー
様
の
土
地
活

用
を
、
成
功
に
導
く
の
が
私
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
」
と
話
す
の

は
、
土
地
活
用
の
専
門
家
資
格
「
土

地
活
用
プ
ラ
ン
ナ
ー
」
と
ト
ラ
ブ

ル
解
決
の
専
門
家
資
格
「
調
停
人
」

を
併
せ
持
つ
東
京
都
の
不
動
産
会

社
の
代
表
Ｓ
さ
ん
。

Ｓ
さ
ん
は
、
「
事
業
の
成
功
に

向
け
て
線
路
を
走
る
列
車
が
あ
る

と
し
て
、
そ
の
レ
ー
ル
を
作
り
な

が
ら
、
同
時
に
障
害
物
を
取
り
除

い
て
い
く
」
こ
と
が
土
地
活
用
プ

ラ
ン
ナ
ー
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
Ｓ
さ
ん
の
事
例
を
紹

介
し
ま
す
。
東
京
都
渋
谷
区
に
６０

坪
の
土
地
を
持
っ
て
い
た
Ａ
氏

は
、
「
相
続
税
が
払
え
な
い
」
と

い
う
悩
み
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。

不
動
産
の
比
率
が
高
く
金
銭
納
付

が
難
し
い
た
め
、
物
納
申
請
を

行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
対
象
の
敷

地
に
は
賃
貸
ア
パ
ー
ト
が
建
っ
て

お
り
、
入
居
者
と
の
立
ち
退
き
交

渉
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
た

め
、
申
請
を
し
た
ま
ま
実
に
３
年

の
歳
月
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
た

の
で
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
申
請

が
却
下
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

相
談
を
受
け
た
土
地
活
用
プ
ラ

ン
ナ
ー
の
Ｓ
さ
ん
は
、
Ａ
氏
の
「
入

居
者
に
は
感
謝
の
思
い
も
あ
り
ま

す
の
で
、
裁
判
な
ど
大
事
に
せ

ず
、
円
満
に
退
去
し

て
ほ
し
い
」
と
い
う

希
望
を
叶
え
る
た

め
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
る

話
し
合
い
を
提
案
し

ま
し
た
。
入
居
者
も

Ｓ
さ
ん
の
提
案
を
承

諾
し
て
く
れ
た
た

め
、
Ｓ
さ
ん
は
調
停

人
と
な
り
Ａ
Ｄ
Ｒ
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
話
し
合

い
で
、
Ｓ
さ
ん
は
ま

ず
入
居
者
に
対
し

て
、
Ａ
氏
が
今
ま
で

居
住
し
て
く
れ
た
こ
と
に
対
す
る

感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
こ

と
と
、
老
朽
化
が
進
み
建
物
の
解

体
が
「
や
む
を
得
な
い
こ
と
」
で

あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。

入
居
者
は
「
以
前
は
、
管
理
会

社
の
書
面
通
知
や
事
務
的
な
対
応

で
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
気

分
だ
っ
た
が
、
直
接
顔
を
合
わ
せ

て
丁
寧
に
お
話
し
い
た
だ
い
た
こ

と
で
安
堵
し
ま
し
た
」
と
し
て
、

５
回
ほ
ど
の
話
し
合
い
で
退
去
を

了
承
し
て
く
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
Ｓ
さ
ん
の
お
人
柄
も
評
価
さ
れ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

ト
ラ
ブ
ル
が
解
決
す
る
こ
ろ
に

は
、
Ｓ
さ
ん
と
Ａ
氏
の
信
頼
関
係

は
更
に
深
ま
り
、
物
納
の
成
功
後

は
土
地
売
却
や
新
た
な
賃
貸
経
営

の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
な
ど
、
収
益
物

件
の
建
築
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と

に
繋
が
り
ま
し
た
。
Ａ
氏
も
、
安

定
的
な
収
入
と
心
穏
や
か
な
生
活

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
事

例
で
す
。

こ
の
事
例
で
は
、
ト
ラ
ブ
ル
解

決
か
ら
将
来
の
た
め
の
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ
ま
で
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
Ｓ

さ
ん
が
行
っ
た
た
め
、
Ａ
氏
は
ス

ム
ー
ズ
に
希
望
の
未
来
へ
と
進
む

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

通
常
で
あ
れ
ば
、
弁
護
士
で
な

い
者
が
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を
業
務
と

し
て
実
施
す
る
こ
と
は
「
非
弁
行

為
」
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
法
務
省
が
認

定
す
る
日
本
不
動
産
仲
裁
機
構
に

よ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
「
調
停
人
基
礎
資

格
」
の
基
礎
資
格
で
あ
る
土
地
活

用
プ
ラ
ン
ナ
ー
は
価
値
が
あ
る
の

で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

に
よ
り
、
世
の
中
が
大
き
く
変

わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら

ト
ラ
ブ
ル
解
決
を
業
務
と
し
て
取

り
組
む
こ
と
は
、
不
動
産
の
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
繋
が
り
、
他
社

と
の
差
別
化
を
図
る
こ
と
に
つ
な

が
る
で
し
ょ
う
。

●
「
土
地
活
用
プ
ラ
ン
ナ
ー
」

資
格
実
施
団
体

東
京
共
同
住
宅

協
会

電
話
０３
（
３
４
０
０
）
８

６
２
０

Ａ
Ｄ
Ｒ
（
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
）
は
裁
判
に
比
べ
て
、
簡
易
・

低
廉
・
柔
軟
さ
を
も
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
解
決
が
可
能
に
な
る
が
、
こ

れ
は
消
費
者
の
み
な
ら
ず
、
不
動
産
・
建
築
事
業
者
に
と
っ
て
も

有
益
な
制
度
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
手
助
け
は
、
消

費
者
か
ら
の
信
頼
獲
得
に
も
つ
な
が
る
。
こ
こ
で
は
、
地
域
で
活

躍
す
る
不
動
産
会
社
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
等
を
活
用
し
た
ト
ラ
ブ
ル
事
例
を

紹
介
す
る
。

【問題２－４６】 正 解 ③
①は誤り。
フラット３５はローンの借換えに使うこともできる。それ
以外の記述は正しい。機構のホームページより。

②は誤り。
面積要件は正しいが、建設費又は購入価額は、１億円以
下（消費税を含む）である。融資金額は、１００万円以上
８０００万円以下で、建設費又は購入価額の１００％が上限と
なっている。同上ホームページ。

③は正しく、正解。
住宅金融支援機構業務方法書２４条５項。なお、「高齢者
向け返済特例制度」とは、高齢者自らが居住する住宅に
対する直接融資（バリアフリーや耐震改修工事等）にお
いて、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返
済する制度である。

④は誤り。
機構は、家賃債務を保証する事業者との間で、家賃債務
保証保険を引き受けることができる（住宅確保要配慮者
に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律２条、２０条
１項）。「登録住宅」とは、住宅確保要配慮者の入居を受
け入れる賃貸住宅として、都道府県などに登録した住宅
をいう（同法８条）。

【問題２－４７】 正 解 ③
アは正しい。
未完成物件については、許可等があった後でなければ、
取引に関する広告表示ができない（公正競争規約５条）。
この規定は、一定の条件を満たす「建築条件付土地の取
引における建物」の表示には適用されない（同６条）。

イは誤り。
通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えると
きは、通勤時の所要時間を明示すること。この場合にお
いて、平常時の所要時間をその旨を明示して併記するこ
とが「できる」（公正競争規約施行規則１０条⑹エ）。

ウは正しい。
新築分譲マンションについては、施行規則別表６の事項
番号１９、分譲マンションについては施行規則１０条⒂。建
物登記簿記載の面積とは、内法面積をいう。

エは正しい。
新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃
料を明示することが困難である場合は、１住戸あたりの
最低賃料と最高賃料を表示すればよい（同規約施行規則
10条（４０）ただし書）。

正しいものはア、ウ、エの三つであり、正解は③である。

【問題２－４８】 正 解 ②
①は正しい。
住宅地は、全国平均で３年連続して上昇し、上昇基調を
強めている。その背景には、雇用・所得環境の改善等に
よる、交通利便性や住環境の優れた地域を中心に需要が
堅調であったという事情がある。

②は誤りで、正解。
商業地は、全国平均で５年連続して上昇し、上昇基調を
強めている（前年比３.１％上昇）。横ばい状態ではない。
景気回復、好調な資金調達環境の下、オフィスビル需要
は堅調であり、空室率は低下、賃料は上昇傾向が継続し
ている。

③は正しい。
建築着工統計（国土交通省、令和２年１月公表）によれ
ば、令和元年の新設住宅着工戸数は９０万５１２３戸で、前年
比４.０％減となり、３年連続の減少だった。

④は正しい。
建築着工統計（国土交通省、令和２年１月公表）によれ
ば、令和元年の利用関係別新設住宅着工戸数は、持家は
２８万８７３８戸（前年比１.９％増、３年ぶりの増加）、貸家は
３４万２２８９戸（前年比１３.７％減、２年連続の減少）、分譲
住宅は２６万７６９６戸（前年比4.9％増、５年連続の増加）と
なっている。

【問題２－４９】 正 解 ①
①は最も不適当で、正解。
崩壊跡地は再度崩壊の危険性があり、地形的には馬蹄形
状の「凹地形（おうちけい）」が目立ち、好湿性の植物
が繁茂し、周辺と「異なる」植生を示していることが多
い。

②は適当である。
こうした低地は、地震や洪水に弱く、宅地には適してい
ない。なお、自然堤防（河川により運ばれてきた土砂が
堆積してできた川岸の堤防）は微高地であり、宅地とし
て利用できる。

③は適当である。
我が国の低地は軟弱な地盤の地域が多く、地震に対して
脆弱であるにもかかわらず、多くの都市がこの低地部に
集中して存在している。

④は適当である。
断層面周辺部分の地盤強度は、著しく低下しており、崖
崩れや地すべりの危険性が高い。たとえ、過去に崖崩れ
などがあっても、地盤が恒久的に安定したことにはなら
ない。

【問題２－５０】 正 解 ③
①は適当である。
乾燥材としての理想的な含水率（水分重量÷全乾燥重量）
は約１５％であるが、一般的には２０％程度まで乾燥してお
けば問題ないといわれている。

②は適当である。
地盤からの湿気対策として、地盤面から基礎の立ち上が
りを十分にとる必要がある。平成１２年建設省告示第１３４７
号の「建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定
める件」によれば、立ち上がり部分は地上部分で３０㌢以
上、立ち上がりの部分の厚さは１２㌢以上と規定されている。

③は最も不適当で、正解。
はり・けたその他の横架材には、その中央部付近の下側
に耐力上支障のある欠込みをしてはならない（建築基準
法施行令４４条）。必要な補強をすれば欠込みをしてよい
という除外規定はない。筋交いと異なる。

④は適当である。
柱を外に露出する壁が真壁造り、柱や筋交いを壁の中に
塗りこめる方法が大壁造りである。真壁造りと比較して
耐震性に優れているといえる。

【問題２－４６】

独立行政法人住宅金融支援機構（以下この問において「機

構」という。）に関する次の記述のち、正しいものはどれ

か。

①フラット３５の融資金の使途は、本人又は親族が住むため

の住宅の建設資金又は購入資金（それに付随する土地又

は借地権の取得資金も含む。）であるが、ローンの借換

えに使うことはできない。

②フラット３５の融資対象となる住宅の面積要件は、一戸建

て等なら７０㎡以上、マンション等の共同住宅は３０㎡以上

で上限はなく、建設費又は購入価額は８０００万円（消費税

を含む。）以下となっている。

③機構は、高齢者向け返済特例制度により貸付金の償還を

受けるときは、当該貸付金回収のために設定された抵当

権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないとす

ることができる。

④機構は、家賃保証会社が登録住宅に入居する者（住宅確

保要配慮者）の家賃債務を保証する場合、その保証につ

いて保険を引き受けることはできない。

【問題２－４７】

宅地建物取引業者Ａが行う広告に関する次の記述のう

ち、不当景品類及び不当表示防止法（不動産の表示に関す

る公正競争規約を含む。）に関する次の記述のうち、正し

いものはいくつあるか。

アＡは、建築確認があった後でなければ、未完成の建物に

関する取引の広告は表示できないが、一定の条件を満た

す「建築条件付土地の取引における建物」に関する表示

にはこの規制は働かない。

イＡは、交通機関（電車）の所要時間を表示する場合、通

勤時の所要時間が平常時のそれを著しく超えるときは、

通勤時の所要時間を明示し、それに平常時の所要時間を

併記しなければならない。

ウＡは、新築分譲マンションでは、「専有面積が壁芯面積

である旨及び登記面積はこれより少ない旨」をパンフ

レットに明示しなければならないが、中古マンションで

は、建物登記簿に記載された面積を表示できる。

エ新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃

料を明示することが困難である場合は、１住戸あたりの

最低賃料と最高賃料を表示すればよい。

①一つ ②二つ ③三つ ④四つ

【問題２－４８】

宅地建物の統計に関する次の記述のうち、誤っているも

のはどれか。

①令和２年地価公示（令和２年３月公表）によれば、令和

元年の全国の住宅地の地価上昇の背景には、雇用・所得

環境の改善が続く中、施策等の効果もあり、交通利便性

や住環境の優れた地域を中心にした需要の堅調がある。

②令和２年地価公示（令和２年３月公表）によれば、令和

元年の全国の商業地の地価横ばい状況の背景には、空室

率の上昇や家賃の低下傾向によるオフィスビル需要の鈍

化等による上昇基調の息切れ状態がある。

③建築着工統計（国土交通省、令和２年１月公表）によれ

ば、令和元年の新設住宅着工戸数は、９０万５１２３戸で、３

年連続して減少した。

④建築着工統計（国土交通省、令和２年１月公表）によれ

ば、令和元年の利用関係別新設住宅着工戸数は、持家と

分譲住宅が増加し、貸家が減少した。

【問題２－４９】

土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれ

か。

①崩壊跡地は再度崩壊の危険性があり、地形的には馬蹄形

状の凹地形（おうちけい）が目立ち、好湿性の植物が繁

茂し、周辺と同じ植生を示していることが多い。

②低地部は、洪水、地震等に弱く、一般的に宅地には適し

ていないといえる。その代表的な地形としては、三角州

などの低いデルタ地域、旧河道、自然堤防に囲まれた後

背湿地などがある。

③我が国の低地は、ここ数千年の間に形成され、湿地や旧

河道であった軟弱な地盤の地域がほとんどである。

④断層は、地層がある面を境にして上下、左右にずれてい

るものであり、断層面周辺部分の地盤強度は、著しく低

下しており、崖崩れや地すべりの危険性が高い。

【問題２－５０】

木材の特性及び木造建築物に関する次の記述のうち、最

も不適当なものはどれか。

①木材は乾燥状態のほうが、ある程度の水分を含んでいる

状態よりも強度が大きく、また、圧縮に対する強度は、

繊維方向よりも直角方向のほうが小さい。

②木造は湿気に弱い構造であるから、地盤からの湿気対策

として、地盤面から基礎の立ち上がりを十分にとる（３０

㌢以上）必要がある。

③はり・けたその他の横架材には、必要な補強を行った場

合を除き、その中央部付近の下側に耐力上支障のある欠

込みをしてはならない。

④木造建築物の耐震性を補強するためには、壁を真壁造り

よりも大壁造りにし、また、壁に筋交いをいれて均等に

配置するなどの工夫が必要である。

Ｑ

前
回
ま
で
で
、
所
有
者

不
明
土
地
に
お
け
る
土
地
活
用

の
重
要
ポ
イ
ン
ト
は
、
公
共
事

業
と
地
域
福
利
増
進
事
業
だ
と

分
か
り
ま
し
た
。

Ａ

そ
の
た
め

に
、
特
措
法
が
土

地
収
用
の
手
続
を

合
理
化
し
、
補
償

金
に
つ
い
て
の
従

来
の
収
用
委
員
会

裁
定
を
知
事
裁
定

に
改
め
（
同
法
２７

条
）
地
域
福
利
増

進
事
業
に
つ
い
て

は
、
知
事
裁
定
で

１０
年
間
の
土
地
使

用
権
を
設
定
で
き

る
よ
う
に
し
た
わ

け
で
す
（
同
法
１３

条
③
）。

し
か
し
問
題

は
、
そ
の
事
業
を

行
う
た
め
の
前
提

と
な
る
土
地
所
有

者
が
分
か
ら
な
い
の
で
は
交
渉

の
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
以
前
に
紹
介
し
た
さ
い

た
ま
市
内
の
土
地
の
よ
う
に
相

続
人
の
一
部
が
分
か
っ
て
い
る

所
有
者
不
明
土
地
（
特
措
法
２

条
）
に
つ
い
て
は
、
民
法
９
５

２
条
の
相
続
財
産
管
理
人
制
度

等
を
活
用
し（
特
措
法
３８
条
）、

法
が
定
め
る
方
法
で
不
明
に

な
っ
て
い
る
相
続
人
を
探
索

し
、
そ
れ
で
も
相
続
人
の
全
員

が
判
明
し
な
い
場
合
に
は
、
裁

判
所
の
審
判
で
確
定
し
た
相
続

人
と
の
間
で
遺
産
の
分
割
協
議

や
分
割
調
停
を
行
え
ば
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
判
明
し

た
相
続
人
を
中
心
に
公
共
事
業

の
土
地
収
用
に
応
じ
る
協
議
を

す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う

し
、
地
域
福
利
増
進
事
業
に
つ

い
て
、
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
な
ど

と
の
間
で
土
地
の
売
買
契
約
が

成
立
し
、
そ
の
代
金
を
分
割
す

る
等
の
協
議
を
す
る
こ
と
も
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま

す
。Ｑ

相
続
人
が
全
く
分
か
ら

な
い
場
合
は
、
土
地
の
所
有
権

は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ

最
終
的
に
は
国
庫
に
帰

属
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
ま
で
の
過
程
で
判
明
し
た

相
続
債
権
者
や
受
遺
者
、
特
別

縁
故
者
な
ど
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

ら
に
対
す
る
配
当
弁
済
や
財
産

分
与
な
ど
が
行
わ
れ
、
そ
の
残

余
財
産
が
国
庫
に
帰
属
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
（
民
法
９
５
８

条
、
９
５
９
条
）。

Ｑ

法
制
化
が
予
定
さ
れ
て

い
る
所
有
権
放
棄
制
度
に
つ
い

て
は
、
ど
の
よ
う
な
土
地
が
対

象
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

Ａ

こ
れ
は
、
単
に
管
理
が

不
十
分
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ

を
管
理
し
て
い
く
こ
と
が
人
的

に
も
経
済
的
に
も
大
き
な
負
担

に
な
っ
て
い
る
土
地
が
対
象
に

な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

当
面
は
、
後
継
者
が
い
な
い
放

置
山
林
や
原
野
、
た
め
池
な
ど

を
含
む
農
用
地
、
あ
る
い
は
廃

村
同
然
に
な
っ
て
い
る
放
棄
土

地
、
離
島
に
お
け
る
土
地
な
ど

が
対
象
に
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
、
管
理
し
た

く
て
も
管
理
で
き
な
い
土
地
が

対
象
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

渡
邊
不
動
産
取
引
法
実
務
研
究
所

代
表

渡
邊

秀
男

資
格
・
実
務
・
総
合

後
継
者
の
い
な
い
放
置
山
林
・
原
野
・
農
用
地
、

廃
村
・
離
島
の
土
地
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す

⑳宅地建物取引士受験セミナー宅地建物取引士受験セミナー2020

所有権放棄制度の対象となり得る土地は？所有権放棄制度の対象となり得る土地は？

売買編１３８

ト
ラ
ブ
ル
解
決
×
土
地
活
用
プ
ラ
ン
で
地
主
・
家
主
の
力
に

土地活用プランナー

不
動
産
会
社
が
知
っ
て
お
く
べ
き

ト

ラ

ブ

ル

解

決

ノ

ウ

ハ

ウ

不
動
産
会
社
が
知
っ
て
お
く
べ
き

ト

ラ

ブ

ル

解

決

ノ

ウ

ハ

ウ
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